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府の厳しい歳出削減のために予算が大幅に削られ、それによるメンテナンス不良が顕在化

した。このため、その後、道路基金がつくられ、世界銀行を含む国際機関からの融資も受

け、徐々に維持管理が悪い箇所を修復しつつある。

（2）鉄　道

・鉄道総延長は 2,042km。うち 557km が複線。

・850kmが改修が必要といわれているが、ロシアから輸入するレールの不足などのため、実

施されていない。

・また、車両も旧ソビエト連邦から引き継いだものであり、古く、スペアの部品もない。

・しかしながら、輸送能力にはまだ余裕があり、近い将来、これがボトルネックとなること

は考えられない。

・リトアニア国鉄は、旧ソビエト鉄道省によって運営されていた 32 の鉄道会社の１つであ

るBaltic Railwaysのリトアニア部分を引き継いだものであり、国有鉄道会社である。1991年

の独立後も、旧ソビエト連邦のガイドラインに基づいて運営されている。

（3）空　港

・小国にもかかわらず、旧ソビエト連邦から多くの空港を引き継いでいる。

・４つの主要空港に加え、軍事目的のために、多くの小空港を有する。

（4）都市交通

・ヴィリニュスとカウナスにトロリーバスが運営されている。なお、都市交通の運営主体

は、中央政府から地方政府へと移管している。
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３－３－２　リトアニアにおける運輸政策

（1）長期経済開発戦略（2015 年目標）

　2015 年を目標年次とするリトアニア長期経済開発戦略が 2002 年に策定されている

（Ministry of Economy (2002), Long-term economic development strategy of Lithuania until 2015）。

ここでは、リトアニアの 2015 年までの様々な分野における経済開発に関する記述がなされ

ているが、その中で交通関係の章も設けられ、道路、鉄道、航空、海運という交通モードご

とに目標年次を2004年、2010年及び2015年に分けて記述されている。それによると、海運

関係（内容的にはクライペダ港の開発のみ）の政策は以下のとおり。

①　2004 年までに実施

・クライペダ港の開発プログラムの策定及び実施の開始

・岸壁の改修と港内水深の 14 ｍ化

・旅客フェリーターミナルの建設

・クルーズターミナルの建設

・ロジスティック機能の一元化スキームの策定

・港湾拡張留保用地の法的な手続きの推進　等

②　2004 ～ 2010 年までに実施

・ヨーロッパ全域及びアジアまで視野に入れたコンテナ確保のための概念の立案

・パナマックス船を受け入れるための施設整備　等

③　2015 年までに実施

・バルトマックス船を受け入れるための港口部外港側開発の実施

・新しいタイプの船舶受け入れのための施設整備

　ここで注意を要するのは 2015 年までに実施すると記述されている港口部外港側の開発で

ある。このような記述はあるものの、KSSAの責任者との議論では、港口部外港側の開発に

ついては、今後実施する本 JICA 本格調査の結果によるとしており、必ずしも決定というわ

けではない、とのことである。

　なお、MOTC は 1993 年に“National Transport Development programme of the republic of

Lithuania”をまとめているが、これそのもののアップデート版はなく、MOTCの担当者は上

述の Long-term economic development strategy of Lithuania until 2015 が策定されたので、今

後も策定されないと考えている。

（2）リトアニア政府計画2001-2004（Lithuanian government (2001), Programme of the government

of the republic of Lithuania for 2001-2004）

　2001年にリトアニア政府が2004年までの計画を取りまとめており、運輸システムの章が
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取りまとめられている。ただし、内容的には、「柔軟で競争力のある港湾料金の設定」、「イ

ンフラ、上物の近代化」、「港湾と他の交通手段（鉄道、道路）のインタフェースの改善」な

ど、抽象的な記述にとどまっている。

３－４　ロシア、ラトビア及びエストニアの港湾政策

３－４－１　ロシア

　リトアニアに隣接するロシア領内に位置するカリニングラード港は、クライペダ港と近接して

いる。リトアニア政府とロシア政府は、“Project 2K”（Klaipedaとロシア飛び地内のKaliningrad）

という政策を打ち出し、両港が競争するのではなく、共存・共栄するための政策を打ち出してい

る。ロシア側政府は表向き、競争を避ける手段は何でも行う、という強い意思を示している。

　具体的な活動としては、

－両港間で、競合がない貨物のリスト作りと、その貨物に対する鉄道料金の低減

－競合関係にある貨物に関しては、リトアニアとロシアのジョイントベンチャーが取り扱うよ

うにする

等を想定しているようである。

　しかしながら、実際に行われている政策は、バルト海におけるオイル流出防止策、海における

捜索・レスキュー活動などにおける協力である。その一方で、ロシア側は、カリニングラード港

向けの鉄道運賃を、国内運賃が摘要されるとして、クライペダ港向けなど外国の港湾向けのそれ

より１ｔ当たり30米ドル安くするなどの政策を打ち出している４。この政策の背景にあるのは、

ロシアとしては、高い使用料を払って外国の港湾を使うよりも、同じバルト海内に位置する自ら

の港湾であるサンクトペテルスブルグ港やカリニングラード港の活用を促進しようという考え方

である。

　この鉄道料金差別化政策は 2001 年から始まったものであり、第５章で示すように、クライペ

ダ港においては 2001 年はその影響でロシアからの貨物が減少している。この政策については、

短期的には他国における港湾使用料の支払いが減少し、支出が減ることとなるが、長期的には当

然ながらこれまで他国で取り扱っていた貨物を自らの港湾で取り扱いができるように必要な投資

を行い、港湾機能の向上を図らなければならない。今回の事前調査においては、ロシアの港湾の

現況については調査することができなかったが、「ソ連西側の最良の港湾は、ロシア以外の国に

ある」（Thomas Land, 2002）といわれており、リトアニアのカウンターパートの見解によるとサ

４ この政策の結果、2001年において、カリニングラード港のスループットは32.3％増加したのに対し、クライペダ港では11.14％減

少した。なお、今回の事前調査におけるヒアリングによると、クライペダ港と背後圏を結ぶ輸送手段としては、20年前は鉄道

95％、道路５％であったが、現在は、鉄道80％、道路20％程度であるため、ロシアの鉄道料金差別化施策はクライペダ港の貨物

取り扱いに大きな影響を与えたのである（第５章参照）。
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ンクトペテルスブルグ港は賄賂がはびこる港湾であり、効率が極めて悪く、名目上の港湾料金よ

りもコストがかかるとのことであった。また、ロシアは、自国内港湾整備を最も優先順位の高い

ものとした交通開発マスタープラン（総額1,270億ドル）を定めているが（Thomas Land, 2002）、

その実現可能性については明らかではない５。

　このように、ロシアの港湾政策は、カリニングラード港については対外的な協調政策を掲げつ

つ、鉄道料金の差別化にみられるように、むしろ全体としては、自国港湾の優遇の方向に向いて

いる。しかしながら、自国の大量の貨物を輸出しなければ経済運営が成り立たないロシアにおい

て、自国の機能の劣った港湾を活用しようとする政策が、今後どれほど続いていくのかについて

は、慎重に推移を見守る必要がある。

　なお、ロシア運輸省によると、同国では毎月 2,100 万ｔの貨物が港に輸送されるが、うち 27％

がバルト海の港湾に運ばれるとのことである。そのうち、70％がエストニアの港湾、28％がラト

ビアの港湾、そしてわずか２％がリトアニアの港湾である、としている（Liubove Scerbinina,

Project 2K：‘Reality and Hopes’,Web-site of Klaipeda port）。

３－４－２　ラトビア及びエストニア

　今回の事前調査では、近隣諸国の港湾については十分調査できなかった。以下は関連文献から

の引用である（Thomas Land, 2002）。

　ラトビアのリガ港は、その８割の貨物が、独立国家共同体（CIS）諸国に出入りする貨物で

ある。同港は、ロシア市場に最も有利な地理的位置にある。すなわち、モスクワまで17.5時間

で行くことができ、同国ベンツピルス港の 22.5 時間、クライペダ港の 23.5 時間よりもかなり

有利である。ラトビアの国も、港湾振興に熱心であり、ベンツピルス港においては、近年3,500

万ドルの投資を開始し、ロシアや他の東ヨーロッパ諸国へのトランジット貨物取扱能力を向上

させている。また港湾〔リガ港、ベンツピルス港、リエパヤ港（かつての旧ソビエト連邦の軍

港で経済特区の設置を行っている）〕へのアクセス確保のため、道路、鉄道に２億5,000万ドル

の投資を計画している。

　エストニアのタリン港においては、今後５か年において、１億 3,800 万ドルのインフラ近代

化及び埋め立て地造成への投資を計画している。

５ ロシアはこれまで港湾開発プロジェクトを何度も打ち上げながら、資金不足のため失敗している（Thomas Land, 2002）。
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第４章　リトアニアの港湾行政の現状と課題　　　

４－１　組織概要

４－１－１　リトアニアの政治体制

　リトアニアは、1992 年 10月 25日採択された憲法により、共和制で、大統領（現ヴァルダス・

アダムクス大統領は、1998 年２月就任、任期５年）が元首となり、セイマス（Seimas）と呼ばれ

る議会（一院制、141 議席、４年任期）、大統領に指名されて議会で承認された政府の首相（現ア

ルギルダス・ブラザウスカス首相は、2001 年７月３日に承認）、及び司法（最高裁判所控訴裁判

所、県裁判所及び地方裁判所等）が最高権力を保持している。政府機関は、外務省、経済省、国

防省、大蔵省、文化省、文部科学省、内務省、法務省、運輸通信省、農業省、保健省、厚生労働

省、環境省の 13 省及び国土開発庁等により構成されている。政府の主要施策は、民主主義、市

場経済を基礎とする国家基盤を確立するとともに、ロシア、ポーランドといった周辺諸国との善

隣関係を構築し、欧州連合（EU）機構に自国を統合させることにより、自国の独立及び安全保障

を確立することが主なる目標となっている。国の予算は、一般会計と特別会計等に区分されてお

り、2001 年度の予算規模は約 120 億リタス（日本円換算約 4,000 億円。１リタス＝ 33 円）であ

る。

４－１－２　運輸行政の組織概要

　運輸通信省（MOTC）の組織は、運輸大臣の下に運輸政務次官、運輸事務次官及び３名の特別

秘書官がおり、組織としては、交通安全部、情報技術部、鉄道部、道路部及び海運部等の９部等

で構成されている。港湾を担当する海運部の職員は７名である。MOTC はクライペダ港湾公社

（KSSA）の監督官庁である。

　港湾開発計画の策定について、MOTC、大蔵省等の各省、クライペダ市等関係地方公共団体、ク

ライペダ港関係港湾会社及びKSSAのメンバーから構成される港湾開発委員会が設置されている。

　MOTCの所掌事務等ついては運輸通信省設置法及び政令（Del Littuvos Respublikos Susisiekimo

Ministerijos Nuostatu Patvirtinimo）（第 83-2324 号 1998 年９月 15 日）に規定されている。

４－１－３　港湾行政の組織概要

　旧ソビエト連邦時代は、クライペダ港はモスクワ政府が管理していたが、1992 年の独立に伴

い、リトアニア国家港湾の資格が与えられた。MOTCが港湾を管轄し、KSSAが港湾の管理・建

設及びパイロット業務を行っている。1992年の独立時から、港湾の運営等については国営企業の

性格をもつ企業等と民間企業が国から土地を借りて荷役業務や造船・修理業務を行っている。

　KSSA の組織は、図４－２のとおりである。
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４－２　港湾管理・運営状況

４－２－１　概　要

　リトアニアの港湾管理・運営は、1992年の独立時からKSSAが港湾管理者業務及び海上保安業

務を行っていたが、2000年 10月から海上保安業務はMOTCが行うことになり、現在KSSAは港

湾の管理・建設及びパイロット業務を行っている。港湾荷役業務は、荷役業者が各埠頭に張り付

き、その業務を行っている。クライペダ国家港湾法は、EU諸国の協力を得て、1996年５月16日

に改正され、同年６月５日から施行されているが、2000 年９月に改正され、2000年 10月以降そ

の業務内容が変更されている。リトアニアの港湾管理・運営状況は、図４－３のとおりである。

　リトアニアは、旧ソビエト連邦から鉄道、港湾、航空、都市交通の輸送システムを受け継いだ

が、立地、規模、投資が市場競争主義において財務的・経済的にそぐわないものが多かった。独

立以来、それら輸送基盤は少ない予算規模のなかで施設の維持・修復が行われ、比較的良好な状

態で利用されている状況である。貿易や交通の需要は大きく変化し、リトアニアの交通量は独立

前と比べて落ち込んでいるが、今後ロシアやカザフスタン等の経済が回復した場合は、クライペ

ダ港は中継港としての地理的要因をもっている。

　リトアニアにおける 1995 年から 2000 年までの運輸形態別貨物量は、表４－２のとおりであ

る。

1995 1996 1997 1998 1999 2000

合　計 188.7 143.0 117.1 115.1 101.3 109.1

　鉄　道   26.0   29.1   30.5   30.9   28.3   30.7

　道　路 138.3   88.6   58.8   54.6   45.7   45.0

　オイルパイプライン   18.1   20.0   22.6   24.1   22.2   28.0

　水　運 　6.3 　5.3 　5.2 　5.5 　5.1 　5.4

　　（うち海運） 　5.8 　4.7 　4.5 　4.2 　4.3 　4.5

　　（うち内陸水運） 　0.5 　0.6 　0.7 　1.3 　0.8 　0.9

表４－２　運輸形態別貨物量　

（百万ｔ）

出典：Transport and communications A710  Statistikas Departaments  　
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４－２－２　運輸分野における海外からの援助状況

　EU の PHARE（Poland and Hungary Aid for Reconstruction of Economies）の下、経済復興、社

会インフラ整備のための技術的、資金的支援が、リトアニア等バルト三国を含めた東欧 11 か国

に拡大されて行われている。このため、リトアニアの運輸基盤の整備に関するPHAREプログラ

ムは、港湾、空港、鉄道及び道路などの維持開発のために数多くのマスタープランの立案や

フィージビリティ・スタディ（F/S）の実施を手掛けている。このように、PHARE プログラムに

よる資金は、主として各種の計画策定や、それに必要な調査研究を対象としており、計画で提案

された開発プロジェクトの実施に必要な資金は、EU 諸国からのバイラテラル、あるいは欧州復

興開発銀行（EBRD）、欧州投資銀行（EIB）などによるマルチラテラル資金援助によって賄われ

るというパターンをとってきている。特に道路に関する国際金融機関からの融資状況について

は、東西コリドールの国内区間（ヴィリニュス－カウナス－クライペダ）の路面改修に対し、

EBRDと日本輸出入銀行が融資（4,760 万米ドル）を1994から 1996年に行った。また、ヴィア・

バルテイカ自動車道に対し、EBRDと北欧投資銀行（NIB）が融資（3,200 万米ドル）を 1996 年

から 1999 年に行った。

　日本との関係については、1991年９月、我が国がリトアニアを国家として承認し、外交関係が

開かれ、1997年在リトアニア日本大使館が開設された。1996年度より、我が国の有償資金協力、

技術協力の対象国となり、研修生の受入れを開始し、1998年度からは専門家の派遣を実施してい

る。経済支援については、ビルザイ市・スクオダス市下水道施設改善計画に関する開発調査が

1997年に実施されている。また、カウナスの美術館及びヴィリニュスの国立図書館に機材供与が

行われているが、円借款についての実績はない。

　

４－２－３　港湾管理の問題点

（1）国と港湾管理者の役割分担の照査

　一般に、先進国のみならず開発途上国においても、国と港湾管理者の役割分担を明確にし

ておく必要がある。特に、最近は地方自治の尊重及び国の財源負担の軽減の観点から、国の

権限を地方へ移管していく地方分権の傾向にある。リトアニアについても、その観点から、

本格調査においてはMOTCとKSSAの役割分担を検討する必要がある。また、リトアニアの

港湾はクライペダ港が唯一の港であるため、港湾、海上保安、環境、都市計画の各行政及び

財務問題が関係各省とKSSAとでスムーズに行われているかを調査・検討する必要がある。

（2）港湾関係の費用の低減及び諸手続きの簡素化（シングルウインドウ化）の推進

　海運輸送は、先進諸国で競争が一段と厳しくなってきている。このため、各港において、

港湾料金の低減を図ることが必要となってきている。例えばシンガポール等は港湾料金はす
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（3）海上保安業務及び海事分野の危機管理・安全管理の対策及び改善

　湾口付近で船舶に事故が発生していると聞いていることから、船舶の航行安全対策につい

て検討を行う必要がある。また、2001年９月の世界貿易センターのテロリスト襲撃事件を発

端に海事分野のテロ対策について、「海上人命安全条約」（SOLAS条約）等の改正がロンドン

の政府間海事協議機関（IMO）第75回海上安全委員会で検討されている。リトアニアにとっ

ても、EU 諸国とともに海事分野の危機管理・安全対策を検討する必要がある。

４－３　法律・制度

４－３－１　法律・制度の経緯　

　港湾に関する法律は、1992 年に制定されたクライペダ国家港湾法があり、その後 1996 年５月

16日に改正され、また、MOTCの業務が 2000年９月から改正されたことから同法も改正され、

現在に至っている。港湾政令（19 の政令及び港湾規則等の法令）も整備されている。

　関係法令等は、以下のとおりである。

主な書類 日　本 米　国 大韓民国 シンガポール リトアニア

○港　長 ●運輸省
○MPA

● KSSA
○地方海洋水産庁 　（海事・港湾局） 　

入港通報
○港湾管理者 ●港湾管理者

○PSA 　
（港長）

／入港届 ●入国管理局 ●移民局 ○出入国管理事務所 ●入国管理局 ●入国管理局

○税　関 ●税　関 ○税　関 ●税　関

●検疫所 ●農務省 ○検疫所 ●検疫所等

○税　関 ○税　関 ○税　関 ○PSA ●税　関

積荷目録 ○地方海洋水産庁 ●KSSA

○検疫所

●入国管理局 ○移民局 ○出入国管理事務所 ●入国管理局 ●入国管理局

乗員名簿
○税　関 ○税　関 ○税　関 ●税　関

●検疫所 ○検疫所 ●検疫所

●KSSA

●入国管理局 ●出入国管理事務所 ●入国管理局

上陸許可
●税　関

（乗員旅券、
　入港許可証）

表４－３　入港手続き等のために提出が必要な書類と提出先

○＝電子手続きが可能、●＝FAX・電話又は書類持ち込み
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〈港湾関係法令〉

（1）クライペダ国家港湾法（Law of Klaipeda State Seaport of the Republic of Lithuania）（1996 年

５月16日第53-1245号）

（2）港湾政令（Rules of Application of Port Dues of Klaipeda State Seaport）（No.226 of 13/02/

2002 of the Ministry of Transport of the Republic of Lithuania）

　港湾料金（入港料、トン税、清掃料、パイロット料金、旅客料金、バース使用料、繋船料）

について規定されている。

（3）港湾規則（Port Regulation）（1997 年７月７日第 264 号）

　クライペダ港の港湾の取り扱いを規定している。例えば、港湾区域内においての航行安

全、寄港通知、出入港届、航行速度、パイロットサービス、船舶運行管理、繋留地、係船、

火災防止等について規定している。

（4）通達（Rules of Application of Port Dues ）（2002 年６月 26 日第 3-322 号）

（5）通達（Regulations on Calculation of the Payment for Pilot age Services）（No.255 of 30/11/

2000 of Director of Klaipeda State Seaport Authority）

　パイロットの取り扱い及び料金について規定されている。

（6）Klaipeda State Seaport Worf Rules（1997 年７月７日第 264 号）

４－３－２　法律・制度の今後の検討事項　

　現行のクライペダ国家港湾法は、1996年と2000年９月に改正されている。リトアニアはEUに

2004年の加入を申請しており、国内の取り扱いについて、手続きの簡素合理化の問題も含め柔軟

な対応ができるような体制になっているかなどを調査・検討する必要がある。このため、本調査

では、現行の法制度を十分理解し、EU 諸国の経済・社会情勢も考慮し、国と KSSA の責務及び

費用負担の問題等、及び民間にリースする条件並びに民営化に伴う経費負担の取り扱い等につい

て、検討する必要がある。

４－４　リトアニアの海上保安の概要

４－４－１　港則法

　海上保安行政は、1996 年に改正されたクライペダ国家港湾法（1996 年法律第 53-1245 号）、政
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令及びその他規則等によって取り行われていたが、2000 年９月に法令改正が行われている。

４－４－２　海上保安行政

　海上保安行政は、MOTC海上安全局が管轄し、従来KSSAがその業務を行っていたが、2000年

10 月からMOTC が海上保安行政を行い、港内に出入港する船舶の航行安全、及び航路安全等の

業務を行っている。
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第５章　クライペダ港の現状と課題

５－１　港湾の概要

５－１－１　施設の概要

　クライペダ港は、リトアニアにおいて唯一の多様な貨物を取り扱う商業港であり、陸域415ha、

水域 623ha から成る広さを有し、その岸壁延長は 19kmにも及ぶ。クルシュ砂州によりバルト海

の波浪から遮断された天然の静穏水域を活用して港湾が発達してきた。同港はクルシュ砂州の先

端部分において、幅員約 300 ｍのやや狭い港口部によってのみ外海とつながっている。

　クルシュ砂州側は自然保護のために開発が禁止されており、岸壁等の港湾の施設は、クライペ

ダ市街地がすぐ背後に広がる側にのみ展開している。岸壁はおおむね水路に沿って直線的に建設

されており、櫛形岸壁は港奥部に見られる程度である。また、背後に迫る市街地との関係上、市

街地側への大規模な展開が難しく、今後貨物量が増大した場合、更なる荷さばき用地や臨港鉄道

等のアクセス施設の改善のための用地等を効率的に確保していく必要が出てくる。

　施設の詳細な現況については５－３節に記述するが、クライペダ港においては、港口部に最も

近い場所に石油製品を取り扱う施設が配置され、それより奥に肥料、木材などバルク貨物を取り

扱う岸壁が多く位置している。フェリーターミナル、コンテナターミナルは近年整備されたもの

であり、最港奥部に位置している。

５－１－２　取扱貨物

　リトアニアにはクライペダ港のほかに、クライペダ市の北に位置するブティンゲの沖合５ km

に１点係留ブイがあり、そこで石油製品の積み出しを行っている。これを含め、リトアニア全体

の港湾取扱量は表５－１に示すとおりであり、クライペダ港がその大半を占める。クライペダ港

においては、輸出（Loaded）が輸入（Unloaded）の３倍以上もある。また、ブティンゲについて

は、積み出しのみ行っている。

Loaded Unloaded Total
うちトランジット

Loaded Unloaded Total トランジット割合

クライペダ 13,017.56 4,218.46 17,236.02   6,279.10 1,571.60   7,850.70   45.5％

ブティンゲ   5,061.20   　0.00   5,061.20   5,061.20 　   0.00   5,061.20 100.0％

計 18,078.76 4,218.46 22,297.22 11,340.30 1,571.60 12,911.90   57.9％

表５－１　リトアニア国内の港湾取扱量（2001 年）

出典：KSSA (2002), Port activities comparative analysis

（千ｔ）
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　表５－２にクライペダ港の取扱貨物を示す。石油製品、肥料、金属、木材等が主要な取扱貨物

である。

　表５－３は、同港の取扱貨物のうち、リトアニア国内の貨物と周辺国のトランジット貨物を区

分したものである。従来から、クライペダ港は周辺国のトランジット貨物を多く取り扱ってお

り、2000 年までは５割を超えていた。同港の基本的性格は変わっていないが、2001 年には国内

貨物の方が多くなっている。これは、リトアニアの国内貨物の増加とともに、第３章でも述べた

ように、ロシアの自国港湾優遇政策の結果、ロシアからの貨物が大きく減少したことによる。

1999年 2000年 2001年 2001年シェア

総　計 14,971 19,396 17,236 100.00

国内貨物   5,365   6,965   9,385   54.45

トランジット   9,606 12,431   7,851   45.55

　　　　　　　ロシア   7,305   6,822   2,771   16.08

トランジット
　ベラルーシ   1,826   4,200   3,867   22.44

内訳　
　　　　ウクライナ 　 154 　 294 　  453 　2.63

　　　　　　　カザフスタン 　 290   1,069 　 710 　4.12

　　　　　　　その他 　   31   　 46    　50 　0.29

表５－３　クライペダ港の国内貨物及びトランジット貨物の状況

出典：European Bank for Reconstruction and Development (2002),‘Marketing Study’of Klaipeda Port
　　　Infrastructure Project

（千ｔ、％）

Loaded Unloaded 計 割合（％）

石油製品 05,082 0,053 05,135 029.79

肥　料 02,828 0,012 02,840 016.48

金　属 01,524 0,039 01,563 009.07

スクラップ 00,511 0,000 00,511 002.96

木　材 00,713 0,001 00,714 004.14

食　糧 00,285 0,334 00,619 003.59

コンテナ 00,220 0,285 00,505 002.93

セメント 00,146 0,000 00,146 000.85

砂　糖 00,038 0,523 00,561 003.25

冷凍貨物 00,007 0,319 00,326 001.89

その他 01,664 2,653 04,317 025.04

計 13,018 4,219 17,237 100.00

表５－２　クライペダ港 2001 年取扱貨物

（千ｔ）

出典：クライペダ港パンフレット
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　さらに、表５－４はクライペダ港の主要取扱貨物（輸出＝石油製品、肥料、金属、木材、くず

鉄、コンテナ、輸入＝鉱石、砂糖、コンテナ）の OD（起終点）データである。

　クライペダ港からの輸出に関しては、最も多い石油製品については、リトアニア国内よりもロ

シア、ベラルーシ等他国を起点とするものが多く、それらはオランダなど西ヨーロッパ等へ向

かっている。なお、今回のヒアリングによると、オランダが多いのは、ロッテルダム港において

石油製品の積み替えが多くなされているからとのことであった。肥料に関してはリトアニア国内

産も多いが、ベラルーシから相当量のトランジットがある。金属については、カザフスタン、ロ

シア、ベラルーシ等からのトランジットが多い。

　クライペダ港からの輸入に関しては、鉱石についてはリトアニア国内使用のためであるが、砂

糖に関しては、ベラルーシ等周辺国へのトランジットとなっている。
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　その一方で、コンテナに関しては、輸出、輸入とも大部分がリトアニア国内のコンテナを取り

扱っていることが分かる。コンテナについては、図５－１に示すように近年急速にその取扱量が

増えてきたものであり、従来から取り扱っている他の貨物とは流動形態が異なるようである。

表５－５にバルト海東岸諸港におけるコンテナ取扱量の比較を示すが、サンクトペテルスブルグ

港が圧倒的に多く、リガ、タリン、クライペダと続く。

　また、取扱貨物に関するバルト海東岸諸港とクライペダ港の比較を表５－６に示す。サンクト

ペテルスブルグ港を除くと、クライペダ港は、石油製品以外の取扱貨物では１位の座にある。な

お、最大水深を比較すると、クライペダ港は、ベンツピルス港、タリン港等よりも浅い港湾で

ある。

表５－５　バルト海東岸諸港におけるコンテナ取扱量比較（2001 年）

順 位 港湾名 取扱TEU シェア

１ サンクトペテルスブルグ 480,659   65.39

２ リ　ガ 101,023   13.74

３ タリン   78,072   10.62

４ クライペダ   51,675     7.03

５ カリニングラード   21,313     2.90

６ リエパヤ     2,276     0.31

７ ブティンゲ            0     0.00

８ ベンツピルス            0     0.00

計 735,018 100.00

（TEU、％）

出典：KSSA (2002), Port activities comparative analysis

図５－１　クライペダ港コンテナ取扱量

出典：KSSA (2002), Port activities comparative analysis
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　表５－７には、クライペダ港における主要輸出品であり、背後圏からのトランジットが多い石

油製品、肥料、金属に関するバルト海東岸諸港の取扱量を示す。石油製品については、ベンツピ

ルス、タリンが圧倒的に多く競争相手も多いようである。肥料については、ベンツピルスが多い

が、サンクトペテルスブルグ、タリン等との競争は比較的拮抗している。また金属については、

サンクトペテルスブルグが圧倒的であるが、クライペダ港はそれに次いでいる。これらより、ロ

シア、ベラルーシ等に背後圏を有する貨物については、競争が激しいことがうかがえる。

　また、表５－８にクライペダ港の旅客数の推移を示す。2000年がやや大きく伸び、その反動で

2001 年が減少に転じているが、おおむね堅実に増加している。

港湾名
全取扱貨物量 石油製品を除いた 最大水深
（百万ｔ） 貨物量（百万ｔ） （ｍ）

クライペダ 17.24 12.12 14.5

ブティンゲ   5.06 0.0 18.0

ベンツピルス 37.94   9.27 17.5

リ　ガ 14.88 11.43 12.5

タリン 32.32 11.33 17.4

カリニングラード   5.8   3.93   8.5

サンクトペテルスブルグ 36.9 27.88 11.5

表５－６　バルト海東岸諸港の比較（2001 年）

出典：KSSA (2002), Port activities comparative analysis 及び European Bank for
　　　Reconstruction and Developmen (2002), ‘Marketing Study’of Klaipeda Port
　　　Infrastructure Project

年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

人　数 52,107 58,193 62,620 70,120 76,117 79,105 105,729 101,177　

表５－８　クライペダ港における旅客数

（人）

クライペダ ベンツピルス リ　ガ リエパヤ タリン カリニングラード
サンクトペテル
スブルグ

石油製品 5,135.4 13,692.9 3,456.6 530.0 16,012.0 1,874.0 9,018.2

肥　料 2,839.9 04,874.4 1,527.4 133.9 02,224.1 2,651.6 3,684.4

金　属 2,989.7 20,472.9 2,406.0 582.5 20,570.7 2,531.5 8,072.9

表５－７　バルト海東岸諸港の貨物取扱状況

出典：KSSA (2002), Port activities comparative analysis

（千ｔ）
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５－１－３　自由経済地域

　クライペダにおいては、クライペダ市、同市に位置する14の主要企業及びAmerican Baltic Fund

により「クライペダ開発グループ」が結成され、自由経済地域を整備している。同地域は 205ha

の面積をもち、運営会社は競争入札により選定され、49年間のリース権が与えられる。この自由

経済地域は港湾とは直接の関係はないが、ここで企業活動がなされることにより、港湾利用の促

進が期待できる。実際、クライペダ港湾公社（KSSA）と自由経済地域の担当者は連絡を密にし

ているようであり、今後も相互の発展に向けて協力体制をとっていくようである。

５－２　既存港湾開発計画のレビュー

５－２－１　開発計画の概要

　港湾政策の立案にあたっては、当然ながら、当該国政府やその関係機関がその主体となって行

われる。リトアニア唯一の商業港であるクライペダ港においては、港湾管理者の組織において、

計画策定部門の強化が行われてきた。1997 年にマーケティング部、1998 年に港湾戦略部が設立

され、組織改編を経て、2001年に戦略的計画部が設立されている（Robertas Valantiejus, 2001）。

　この戦略的計画部においては、10 ～ 25 年先を見越したマスタープランの策定ではなく、３～

５年程度を目標にした戦略的計画の策定がなされている。今回の事前調査においても 2002 年か

ら 2005 年までの間に KSSA が想定しているプロジェクトの一覧とその財源（案）に関する２枚

のドラフト・ペーパーを入手した。ただし、これは毎年リバイズされているものであり、財源面

については担当者としてもあまり望みがないとは考えつつ６、政府からの補助を期待し、それを

入れ込んだ形で今後政府に諮る予定であるとのことであるので、いわば、日本の予算要求資料的

なものと考えられる（KSSA, 2002, Klaipeda state seaport investment programme for years 2002-2005,

Summary information on Klaipeda state seaport investment programme for years 2002-2005）。

　なお、これまでは、「インフラ開発プログラム」が策定されてきており、1994 年に策定された

２億 3,000 万リタスの投資計画は 1999 年に 2003 年を目標年次としてリバイズされた（総額９億

リタス。表５－９参照）。完了年近くになっているため、現在、このプログラムのなかで既に終

了しているものもあるが、参考までにその主要なものは以下のとおりである。

－港湾進入部の改修

－コンテナ取り扱い施設不足への対応

－大型バルク船対応の航路等の整備と荷役施設の改善

－旅客ターミナルの整備

６ これまで、KSSAに対しての国からの補助は、維持浚渫等に関しては認められたことはあるが、主要な施設整備に関しては大部分

がKSSAの自前の資金で行ったとのこと。なお、世界銀行等からのローンの借り入れにあたっては、政府は保証人にはなり、KSSA

の資金調達がスムーズに行われた。



－ 71 －

－混雑している３つの大水深岸壁及び航路の増深

－港湾・鉄道のリンケージの抜本的改修

－海難や環境保全のための船舶の派遣

－大型船対応のための航路増深

　これらの投資のなかには、欧州投資銀行（EIB：コンテナターミナルの整備）、世界銀行（港口

部航路及びオイルターミナルの増深と波浪対策）、欧州連合（EU）及び Poland and Hungary Aid

for Reconstruction of Economies：PHARE（クライペダ・欧州間のフェリーサービスの改善をめざ

したRoRoターミナルの改善）といった国際機関による開発計画の策定とそれに基づく事業が含

まれており、前者は 2002 年には終了予定、後者は既に完了している。

　以上の比較的短期的な計画の基になるのは長期計画であるが、クライペダ港においては、1993年

に策定されたマスタープランは、現在までリバイズがなされていない。2010年をめざした中期計

画的な戦略（案）がある程度である（後述）。

　逆にいうと、本格調査団に期待される役割の１つは、1993年に策定したマスタープランの大改

訂ともいうことができる。
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５－２－２　これまでの開発計画、改修事業

（1）港湾全体の開発計画

1） クライペダ港マスタープラン

・1993 年に PHARE プログラムの資金によって策定されたもの。

・クライペダ港を西ヨーロッパと独立国家共同体（CIS）諸国を結ぶトランジット交通需

要に応えられる総合輸送基地にしようとするもの。

・本マスタープランにおいては、港を大きく南北に二分してとらえている。すなわち、

北部に位置する穀物や鋼材を扱うターミナルについては、既存の施設を生かしながら

施設整備の改善で対処。一方、コンテナやRoRoに関しては、比較的開発余地の残さ

れている南部に新規建設する。

2） インフラ開発プログラム

　1）のマスタープランを盛り込んだ、具体の投資リスト。５－２－１項で述べたよう

に、2003 年を目標とする計画が 1999 年に策定されている。

3） 2010 年をめざしたクライペダ港活動戦略（KSSA, 2002, Klaipeda State Seaport Activities

Strategy until the year 2010 (Draft)）

・KSSA が今後の開発戦略を取りまとめたドラフト。

・今後積極的に対応していくべき対象貨物の分析、近隣港湾との比較、今後の開発の方

向性等について記述。

・優先的な港湾開発としては、「港湾能力の拡張」、「港湾安全性の向上」及び「効率的な

港湾マーケティング」の３点が掲げられており、「港湾能力の拡張」に関しては具体的

に「大水深港湾の調査」、に関する言及がされている。

・事前調査期間中の先方カウンターパートとの意見交換でも、競争力強化のために港口

部外港側の大水深岸壁の整備を望んでいるようであったが、後述するように、自然条

件等様々な条件を十分科学的に判断したうえで結論を出す必要があると事前調査団は

考えている。

（2）個別改修計画、事業

1） 港口部の改修（世界銀行による融資、国費）

・2002年を目標とするプロジェクト。現在、事業ははほぼ終了しており、2002年度内に

事業完了予定。プロジェクトの内容としては、以下のとおりである。

－港湾の北側の増深（14 ｍ）

－既存防波堤の改修（1,500 ｍ）

－防波堤の延長（700 ｍ）
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－進入航路の増深（14 ｍ）

2） コンテナターミナル（EIB による融資）

・1998 年に完成。水深 10 ｍ、延長 450 ｍの岸壁。25.7ha のヤード。

3） RoRo ターミナルの近代化（PHARE の無償資金援助）

・1998 年に完成。水深９ｍ、225 ｍの岸壁。

4） 臨港鉄道

・欧州復興開発銀行（EBRD）の融資により、“Port/Rail Interface Study”を実施。鉄道

施設と港湾とのネットワークは将来の貨物需要からみて不足しており、今後の整備計

画が示される。

5） 堆積汚泥の処理

・1994年のインフラ開発プログラムにも位置づけられているが、資金不足のため、事業

が進捗せず。

6） 港口部外港側への展開

・リトアニア国内での調査あり。

7） EIB による No. ６－７バースの改修

・事業実施は決定。

8） No. 69 － 70 バースの改修

・北欧投資銀行（NIB）にローンの可能性を打診中。

　なお、これまでの調査一覧についてはKSSAから入手済み（Inventory of completed and ongoing

studies for (related to) Klaipeda Seaport (Updated in November 1997)）。ただし、最終ページに 2000 年

までの調査が付記してある。

５－３　既存港湾施設及び管理／運営の状況

５－３－１　既存港湾施設の現況

（1）既存港湾施設の概要

　バルト海の南東、クルシュラグーンに位置するクライペダ港は、リトアニア唯一の貿易港

であり、不凍港である。1991 年旧ソビエト連邦からの独立に伴い、クライペダ港湾公社

（KSSA）が港湾管理者となっている。

　クライペダ港は、13世紀ごろから貿易が始まり、1900年代前半から港湾整備が始まった。

1940年以降の旧ソビエト連邦時代に、漁業埠頭、商業埠頭、造船ヤードが建設されてきた。

　同港は、ネムナス川がクルシュラグーンに流れ込み、それが外海に流れ出す唯一の出口に

位置しており、航路・水路維持のために年間 50 万 m3 の維持浚渫（内訳：アクセス航路
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20万 m3、港湾入口 15万m3、国際フェリーターミナル付近 15万m3）が必要とされている。

　外海から港内へのアクセス航路は幅員120ｍ、水深14.5ｍであり、港への入口は北防波堤

と南防波堤で囲まれている。港内は、奥行き 19.3km、幅員 180 ｍから 300 ｍ、水深 3.5 ｍか

ら 14 ｍが確保されている。

　一方、陸上部の港湾アクセスについては、道路、鉄道とも比較的整備が進んでいる。クラ

イペダ港の貨物の多くは鉄道を利用しており、多くの埠頭に引き込み線が整備されている。

なお、鉄道貨物は、港湾区域の外に位置する駅まで運ばれ、そこで行き先ごとに仕分けされ

たのち、背後内陸部へ運搬される。

　また、クライペダ港は、強風（年間平均 20 ～ 25 日）のため、船が港に入れないことや、

港湾荷役作業ができない日（平均 15 ～ 25 日）もある。

　クライペダ港の諸元は、表５－ 10 のとおりである。

　港の港奥部は、市街地に接しているが一部未開発区域もある。

（2）各港湾施設の概要

　クライペダ港の湾口に位置する埠頭（１番、２番）は、石油ターミナルとして使用され、

オペレーションは、クライペダ・ナフタ社が行っている。近年改修工事が行われ、バース総

延長 748.4 ｍ、水深 14.0 ｍで稼働できることになり、クライペダ港では、最も深いバースで

ある。

　埠頭（３番）は最近改修され、バース300.59ｍ、水深14.0ｍとして石油化学及び石油ター

ミナルとして利用されている。なお、背後のオイルタンク等については、随時更新及び新規

に建設されている。

　旧ソビエト連邦時代の商業港エリアの主要埠頭（４番から 18 番）は、近年改修され水深

事　　項 面積等 備　　考

港湾区域 10,380,000m2

　うち陸域 4,148,000m2

　うち水域 6,232,000m2 水深入口付近14.5ｍ　

開発留保用地（リザーブ用地） 1,358,000m2

上屋・倉庫地域 83,136m2

野積み場 454,920m2

冷凍保管用地 23,254m2

鉄道・トラック延長 69,200ｍ

岸壁総延長 19,216ｍ

表５－ 10　クライペダ港の諸元
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7.0ｍから14.0ｍとなっている。港湾荷役は、クライペダ港の取扱貨物の50％以上を取り扱っ

ている最も大きな荷役会社「KLASCO」が行っている。本事前調査団が現地調査を行ったと

きは、主として化学製品、鉄製品及び一般雑貨等が取り扱われていた。林立するクレーンと

高く積み上げられた Steel Coils や Steel Plates が狭いヤード内にあふれ、決して効率が良い

とはいえない光景である。クレーンは最新のもので４年、古いものは 30 年余で、そのほと

んどはドイツ製のポータルクレーンと呼ばれるもので修理を行いながら稼働させているとの

ことである。

　国営等の造船・修理会社が中央付近に位置している。フローティングドックも所有し、船

舶の建造・修理が行われている。

　中央部の埠頭では、バルク、木材、セメント等の貨物が荷役会社「BEGA」によって取り

行われている。また、冷凍貨物、漁獲物等が中央部で国営荷役会社「JSC」によって行われ

ている。

　クライペダ港からネリンガ砂州往復のフェリーボート（74番から78番及び153番から156番

埠頭）がSC Ferry Smiltyne により運営され、頻繁に出ているが、土曜日、日曜日は観光客の

車で大変混雑し、ネリンガ砂州からの乗船に長い行列を余儀なくされている。

　港域の最南部の埠頭（140 番、141 番及び 142 番）では、木材、くず鉄等が JSC 木材会社

により、また、KLASCO社がコンテナ埠頭（143 番、144 番。総延長 546.8 ｍ、水深 10 ｍ）

を運営し、2001年には約５万2,000TEUのコンテナを取り扱っている。コンテナ埠頭はまだ

余裕があるように見受けられた。

　「フェリー半島」と呼ばれる146番及び147番岸壁は、1985年に完成した岸壁（水深10.0ｍ、

延長各々 259.5 ｍ）は、非常に特殊なものとなっている。ここは、ドイツのムクランとの間

を結ぶ専用船を定期航行させるために整備された。この船は鉄道貨車とトラックがそのまま

乗り込めるダブルデッキのものである。なお、クライペダ港内の鉄道はすべてロシアゲージ

となっている。この半島にある 149 番、150 番、151 番埠頭は、水深 6.5 から 9.0 ｍの RoRo

バースで、毎週土曜日にドイツのキールへ向けて船が出ている。フェリー航路の寄港地は、

キール（Kiel：ドイツ）、ムクラン（Mukran：ドイツ）、Travemiunde（ドイツ）、アフス（Ahus：

スウェーデン）、アアルス（Aarhus：デンマーク）、フレデリシア（Fredericia：デンマーク）、

コペンハーゲン（Copenhagen：デンマーク）、Aabenraa（デンマーク）、キリングホルム（イ

ギリス）、ロッテルダム（オランダ）、グディニア（ポーランド）である。

　このようにクライペダ港は、立地条件にも恵まれ、現在でもけっこう盛況を極めているように

見えた。今後、背後国のロシア等の経済回復及び観光客の増員につれて大きな期待が寄せられて

いる。
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　クライペダ港の港湾施設の配置図及び港湾施設状況は、図５－２及び表５－ 11 のとおりであ

る。
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５－３－２　クライペダ港の管理・運営の状況

（1）港湾管理の状況

　クライペダ港は、旧ソビエト連邦時代はモスクワ政府が管理していたが、独立に伴い

1992年、リトアニア国家港湾の資格が与えられた。これにより、クライペダ港湾公社自らが

港湾の管理・運営を行うこととなった。また、EU 諸国の協力を得て、新たな港湾法である

クライペダ国家港湾法が 1996 年５月 16 日に改正され、同年６月５日に施行された。

　同法によれば、クライペダ港の設置者は政府であり、その所管は、運輸通信省（MOTC）

である。MOTCが組織した公益法人である港湾管理者が港を管理することになっている。す

なわち、この港湾管理者が、クライペダ港湾公社（KSSA）である。2001 年９月までは港湾

管理、建設、パイロット業務及び海上保安業務も行っていたが2001年 10月から海上保安業

務はMOTCが直接行うことになり、職員も300名から現在の257名体制となっている。局長

の下に法務部、経済部、開発計画部、技術部、財務部、総務部及び港長等で構成されている。

　港湾の土地や水域及び基本的な港湾施設は、国の資産である。KSSAは、これらの資産を

管理・運営する責任を負っている。つまり、岸壁、防波堤等の港湾施設の建設・改良や航路、

航路標識の維持管理、パイロット業務、ポートセールス等の港湾管理者としての業務を行っ

ている。港湾法に港湾区域内の土地を民間事業者にリースすることも規定されており、港湾

サービスの民営化が図られることを予定している。このため、KSSAは、港湾区域内の土地

を民間事業者にリースする業務も行っている。KSSAではこのリース料や港湾使用料等の収

入により、独立採算の運営が行われている。

　なお、KSSA はシヴェントイ港の管理も行っている。ただし、シヴェントイ港は、昔、掘

り込み港湾で漁港等に使用されていたが、特に港湾施設はなく、建設も中止され、湾口は漂

砂で覆われており、使用できる港湾ではない。また、1999年10月から供用されているブティ

ンゲ係留ブイの管理・監督も行っている。なお、KSSAは、港長業務として港のパイロット

業務を行っている。パイロットの乗船は外国船に限り、国内船及びフェリーは適用除外と

なっている。年間 7,000 隻に乗船している。

（2）クライペダ港湾公社（KSSA）の業務

　KSSA の主な業務は、次のとおりである。

（法令：クライペダ国家港湾法（1996 年５月 16 日第 53-1245 号）

・港湾管理

・港湾用地の賃貸

・港湾料金の徴収

・船舶や港湾に関する法令手続きの整備
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・港湾開発計画の策定及び実施計画の技術指導

・港湾の振興

・海洋汚染の除去

・港湾施設や航路施設の建設・改良

・パイロット業務

（3）クライペダ港の運営

　クライペダ港は、年間約 7,000 隻余の船舶が入港し、旅客は約 10 万人が乗降している

（表５－８及び表５－ 12）。

　クライペダ港は、24時間、３交代制により 365日稼働している。KSSAは、港湾管理業務

及び港湾施設の建設・改良業務を行っている。しかしながら、競争原理の導入による港湾

サービスの効率化及び高質化を目的に荷役運営、特に港湾荷役はKSSAが設立された1992年

からすべて民間が実施している。そのためクライペダ港では、港湾荷役、船舶修理、造船等

が民間の事業として、各企業がそれぞれ競う形で行われている。荷役機械を含むスーパース

トラクチャーの整備も民間会社が担当する。なかでも最大の港湾荷役会社であるKLASCO社

は、商業港地域の 15 バース、コンテナバース及び国際フェリーターミナルでクライペダ港

の貨物（鉄、コンテナ、穀物、肥料、糖蜜、木材、食品等）の 50％以上を取り扱っている。

なお、KLASCO社の株式の 90％は国が保有している。主な港湾荷役会社等（19 社）の配置

図は表５－ 13 のとおりである。この港は公共埠頭と呼ばれてはいるが、企業と企業の境界

に壁を設け、埠頭を専用使用させており、当該企業の下に管理・運営されている特徴があ

る。

年
船　舶

貨物船 タンカー フェリー 客　船 その他 合　計

2000 3,194 482 1,072 15 2,490 7,253

1999 2,557 323 1,172 15 2,850 6,917

1998 3,213 158 1,390 15 3,379 8,155

1997 3,556 150 1,088   8 2,859 7,661

1996 3,509 202 1,864 13 2,582 7,170

1995 3,597 113 1,681 27 2,513 6,931

表５－ 12　クライペダ港入港船舶数
（隻）

（1999年 10月供用開始したブティンゲ係留ブイ含む）
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５－３－３　港湾管理・運営の問題点とその対策

　本格調査では、リトアニアにおける港湾の整備・管理運営方式、財源、関係機関の責任分担等

について資料等の分析･検討を行う必要がある。また、港湾の管理運営にかかわる組織と業務、

財務状況、人員等の現状、港湾諸手続き等に関する業務並びに港湾の振興対策を把握し、問題点

の解決策を提言する必要がある。具体的には、次のような事項を調査する必要がある。

（1）港湾管理体制の見直し

　現行は、KSSAが管理・運営しているが、必要なことは港湾を通過する種々様々に入り組

んだ輸送の流れを、適正かつ能率的な方法で管理することであり、簡素化、迅速化及び効率

化を図ることである。すなわち、すべての港湾利用者、貨物、船舶及び旅客に対して、迅速

かつ経済的な役務を提供することにある。船舶の動き、貨物の取り扱い並びに保管、税関、

及び引き渡しの手続き、道路、鉄道及び水路による貨物の引き取り及び持ち込みがうまく組

織化され、そして遅延と混雑と混乱を避けるために、厳密に調整されているかどうか調査

し、必要に応じて港湾管理体制について改善等を提言する。

（2）港湾財源負担の確立

　現行の港湾整備に関する財源は、基本的には KSSA が独自で負担することとなっている

が、マスタープラン等で巨大な投資が必要となった場合には、リトアニアのインフラ整備の

財源のあり方について、先進諸国や開発途上国の事例を参考にしつつ、国とKSSAの費用負

担区分について十分な検討が必要である。例えば、重要施設である防波堤、航路の維持浚渫

等の費用負担については国が負担するなど、その取り扱いを検討し、最良策を提言する必要

がある。

（3）港湾利用者へのサービスの向上等（シングルウインドウ化の推進）

　世界各国における港湾競争に対処するため、特にクライペダ港の貨物の約50％がロシア等

への通貨貨物であることから、隣接のラトビア、エストニア、及びロシア等との競争が強い

られる。このためには、港湾料金の低減、港湾利用者へのサービスの向上、及び港湾諸手続

きの簡素合理化の推進を図らなければならない。一般に、国際港湾物流においては、船舶が

入港してから貨物がコンテナヤードを出るまでの必要時間を短縮する必要があるとされてい

る。例えば、米国では１～２日程度、英国・オランダでは２～３日、ドイツでは２日、フラ

ンスでは３～４日、日本では３～４日の日数を要している。このため、本格調査では、クラ

イペダ港の港湾物流を綿密に調査し、港湾EDI（電子データ交換）化を推進するとともに、

Sea-NACCSとの接続も進め、関係機関の諸手続きを１つにするシングルウインドウ・システ



－ 100 －

ムの構築を早急に検討・導入し、リトアニアの国際港湾物流の効率を改善する必要がある。

また、当面の業務効率性向上のため、手続きのマニュアル化を図る必要があり、具体的な方

策を提言する必要がある。

（4）港湾職員の研修の充実

　リトアニアにおいては、港湾の整備・管理・運営を行ってきた経験期間が短く、また、港

湾技術者も少ないことから、MOTCを含め、KSSAの港湾職員の技術の向上、研修制度の充

実が求められている。このためには、諸外国で行われている港湾研修に積極的に参加させる

システムを構築する必要がある。

（5）港湾関係事務所及び倉庫等の再配置の検討

　港湾の敷地内にクライペダ港の出先事務所、税関事務所等が散在しており、ヤードの狭あ

い化といった事態が起こるなど、港湾荷役活動に支障が生じていることから、港湾関連事務

所等の再配置計画・統合等の検討を行う必要がある。

（6）海事分野の危機管理・安全管理の対策

　2001年９月の世界貿易センターのテロリスト襲撃事件を発端に海事分野のテロ対策につい

て、「海上人命安全条約」（SOLAS条約）の改正がロンドンの政府間海事協議機関（IMO）第

75回海上安全委員会で検討されている。クライペダ港においても、EU諸国とともに海事分

野の危機管理・安全管理の対策を検討する必要がある。

〈第５章・参考文献〉
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Robertas Valantiejus (2001),‘Klaipeda Port vision in our strategic plans’at Web-site

(http://www.jura.lt/2001_06/article03_e.htm)
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　クルシュラグーンは12月中旬から２月中旬にかけて氷結するといわれている。2000年の記録

では、ラグーンが氷で覆われた最初の日は12月28～29日、最後の氷が溶けたのは２月10～14日、

岸辺まで氷結したのは１月だけであったとされている。

　クルシュ砂州はバルト海とクルシュラグーンを扼するもので、延長は約 97km、最後部の標高

は 68ｍ、幅は広いところで約４ km、狭いところで 0.4kmである。この砂州は約5,000 年前以降

に、海流と波によって形成されたもので、大部分がルーズな細砂によって構成されている。

　クライペダ市街及びその後背地は標高20ｍ以下の、非常に緩やかな起伏の丘陵となっている。

沖積平野はほとんど発達していない。

　対象地域の地質は、基盤としてジュラ紀から白亜紀の風化岩盤が分布している。しかしこの岩

盤は風化が激しく、全体に細砂～粘土に変質しているため、当地域では硬岩の路頭を見ることは

少ない。この基盤の上位には氷河堆積物が分布する。これは分布、層相ともに極めて変化に富む

もので、やや固結した粘土、砂、礫、及び氷河によって運ばれた巨大な礫が不規則に分布する。

更にその上位に現世の堆積物であるルーズな砂、粘土などが分布している。

　クライペダ港の地質はやや複雑であるが、かなり細かく調査されている。全体としては深度

（水深）10～ 20 ｍ以深には基盤となる風化岩盤が分布している。これはＮ値は 50を超え、建設

物の良好な支持層になり得るものである。その上位には氷河堆積物が分布する。この分布と性状

については不明であるが、一部に巨大な礫が分布している可能性があり、注意を要する。更にそ

の上位には、湾口部では緩い砂が、港中央部では砂質土とシルトが、港湾地域より奥では軟弱な

シルトが堆積している。ただし、これらの分布は、湾口部の砂以外はかなり不規則であり、設計

に際しては十分な調査が必要となる。

　クルシュ砂州の地質は最新世の、均一な細砂でできている。しかしこの砂層の層厚は比較的薄

く、10 ～ 20 ｍで下位の氷河堆積物～基盤が出現するといわれている。

　クライペダ市街及びその後背地は地表から基盤若しくは氷河堆積物が分布している。

　クライペダ港周辺の気象・海象データについては、「データをコピーするためには許可と時間

を要する」とのことから今回調査団は収集できていない。基本的な気象・海象データについては

クライペダ港湾公社（KSSA）ハーバーマスター事務所で入手が可能であり、長期間にわたるデー

タは環境省のCenter of Marine Researchが保有している。両者とも本格調査団による作業開始時

には問題なくデータの提供が行えるとのことであるため、本格調査開始後コンタクトされたい。

また、世界銀行による防波堤延長工事に伴って、波浪計が2002年秋にも設置される予定である。

本格調査開始時には、最も厳しい冬期の波浪観測データが得られていると考えられるため、この

データも参照されたい。
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６－２　対象地域の環境　

（1）環境モニタリング

　リトアニアにおいては、クルシュ砂州、クルシュラグーンは北部の森林地帯と並んで、環境

保護の観点から最も重要とされている地域であり、環境モニタリングが継続して実施されてい

る。クライペダ港周辺においてはKSSAが1994年以降のモニタリングを、クルシュラグーン、

砂州全体については環境省 Center of Marine Research が 1960 年以降のモニタリングを実施し

ている。双方のモニタリング地点については図６－２に示した。モニタリング項目は、クライ

ペダ港においては水質、底質、水生生物、地下水（水位、水質）のほか、海岸線の変形が経年

的に観測されている。このモニタリングプログラムについては付属資料５．の収集資料（Ａ－

６）を参照されたい。このモニタリング結果については「コピーするためには許可が必要であ

る」とのことで持ち帰りはできなかったが、本格調査実施時にはすべてのモニタリング報告書

の提供が可能とのことである。報告書はデータが羅列されているだけで、整理解析は十分に行

われていない様子であるが、環境の現況を把握するためには貴重な資料となるため、本格調査

実施時には本報告書を入手されたい。

　また、環境省によるモニタリングも水質、底質、水生生物等について実施されている様子で

あるが、今回モニタリング実施機関であるCenter of Marine Research との面談がかなわなかっ

たため詳細は不明である。環境省からは「本格調査実施時には当機関との面談、資料の提供を

含め全面的に協力したい」との言葉を得ている。当機関は環境のほかに、海象全般の観測も実

施しているようであるため、本格調査の際に必ずコンタクトされたい。
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（2）環境の現況

〈水　質〉

　ラグーンにおける全窒素の分布を図６－３に示した。これより分かるように、ラグーンの

大部分の箇所で全窒素は 0.6mg/ l から 1.0mg/ l を示している。これはリトアニアの環境基準

では「やや汚染」類型に区分される値であるが、我が国の環境基準では類型Ⅳに当たる。ま

た、ラグーンにおける水中微生物の調査結果では貧毛類のバクテリアが卓越しており、これ

もクルシュラグーンの富栄養化の状況を示している。

　これらの主な原因はネムナス川からもたらされる窒素、リン、有機物と周辺都市の下水排

水であるといわれている。クライペダ市中心部の下水道整備率は98％にのぼるが、周辺地域

ではわずかに 16％であり、クルシュ砂州の各町では 9.5％にしかすぎない。

〈底　質〉

　クルシュラグーンでは、クライペダ港近辺、ネムナス川河口、マルク湾、ニダ等で底質に

ついて問題のある箇所が存在する。クライペダ港以外の地域では、ネムナス川河口、マルク

湾、ニダで水銀汚染の兆候が認められる。また、ハイドロカーボンによる汚染がマルク湾で

認められ、その他、HCH による汚染が工場の近傍等で認められるとされている（収集資料

Ｃ－ 38）。

　クライペダ港においてはモニタリングの結果から重金属による底質汚染の状況が明らかと

なっている。これによると、港の底質のうち最も汚染が進行している地域は、ピア番号52～

60、139 ～ 142 付近である。この地域の底質の分析結果は Cu >100mg/kg、Zn >400 mg/kg、

Ni >20 mg/kg、Cd >1.0 mg/kg、Cr >40 mg/kg、Hg >100 μg/kg、Pb >80 mg/kg を示している。

また、砂洲側では汚染が少なく、港側で汚染が激しい傾向が明瞭であり、全体にラグーン中

央付近から陸地側では、Cu>10mg/kg、Zn >40 mg/kg、Ni >10 mg/kg、Cd >0.4 mg/kg を示し

出典：収集資料Ｃ－ 38

図６－３　クルシュラグーンの総窒素量変化（1996 ～ 2000 年）
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ている。ただ、Cr、Hg、Pbについては水域全体に汚染が広がっており、全体にCr>20mg/kg、

Hg >50μg/kg、Pb >10 mg/kg 以上を示している箇所が多い。

　我が国においては、こうした底質に関する環境基準は定められていないが、リトアニアに

おいては底質に関する環境規制法規（LAND 46-2002）が 2002年より施行されている。浚渫

に際してはこの法規を遵守する必要があり、この規制内容を表６－１に示した。

〈水生生物〉

　クルシュラグーンにおいては活発な漁業が行われており、その漁獲高は年間1,258ｔにの

ぼる。主な魚種はEuropean roach、Bream、Ruff、Perch、Stickleback、Crucian carp、Nothern

pikeである。過去から現在に至る漁獲高は1994年を最低として徐々に増加しており、ラグー

ン内に生息する魚類はほぼ安定しているものと見積られている。

　バルト海においては、特にサケ類の保護が強く意識されており、国際バルト海漁業委員会

（International Baltic Sea Fishery Commission：IBSFC ）によって各種の施策が実施されてい

る。クルシュラグーンはサケが遡上する経路に当たっており、４～５月はクライペダ港内で

の土木作業は中止されるとのことである。

　ラグーン内の貴重種としてはPike-perch、Sichei、Vimba、Twaite shadなどの魚種が絶滅危

惧種としてリトアニアレッドブックに記載されている。ただ、その量は徐々に増加している

とのことである。

〈動植物〉

　対象地域の動物に関する情報はない。ただ、ラグーン内には随所に鳥類の繁殖地があり、

これらの保護を念頭に置いておく必要がある。

　植物については、まずクルシュ砂州が長年の植林によって現在の緑と砂州の形状を保って

いることを認識しておく必要がある。また、フェリーターミナルの一部においては「貴重な

草」が生えている場所があり、その一角は人工の手が加えられず公園になっている。

　また、クルシュ砂州は全域が国立公園に指定されており、海岸線から 30 ｍの地点より砂

州側の地域では、人口構造物の新設は基本的に認められていない。また、フェリーターミナ

ルと砂州の中間にある島は保護対象地域には含まれていない。

〈海岸変形〉

　海岸線と砂州の形状については長期間のモニタリングが実施されている。今回調査では

データを入手することはできなかったが、インタビューの結果では、「海岸線はわずかに後

退傾向にあるものの全体として安定した状態にある」とのことである。また、フェリーター
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2） スクリーンニングガイドラインに関する省令

Methodological Guidelines on the Screening of Proposed Economic Activity, June 30 2000,

No.263

3） EIA プログラム、報告書作成に関する省令

Regulations on Preparation of the Environmental Impact Assessment Program and Report,

June 30 2000, No.262

4） 公衆への告知、EIA プロセスへの公衆参加に関する省令

The Order of Informing the Public and public Participation in the Process of Environmental

Impact Assessment, July 10 2000, No.277

　リトアニアにおけるEIAの手順を図６－４に示した。これより分かるように、リトアニアに

おけるEIA手順は、日本並びに西欧各国のものに比べて大きな違いはない。ただ、特徴として、

上記 2）～ 4）で示されるようなガイドライン的な記載が充実していること、及び対象となる

事業について、ややあいまいな点が多いことがあげられる。港湾関連の対象事業について、我

が国とリトアニアを比較すると、表６－２のようである。

　本計画調査はマスタープラン策定からフィージビリティ・スタディ（F/S）に至るものであ

り、現段階ではリトアニアにおける公式なEIAの必要性については不明である。しかし、今回

調査における協議議事録（M/M）に記載されているように、本格調査におけるEIA手順はリト

アニアのものに従うことが確認されている。また他の国際機関援助による港湾プロジェクトに

おいては、公式EIAが必要ない場合でも、リトアニアEIA手順に従った影響評価が実施されて

いるものもある。リトアニアにおける EIA 手順は極めて妥当なものであり、JICA ガイドライ

ン、我が国のEIA手順と大きく異なるところはない。今回本格調査に際しても、公式影響評価

の必要性の有無に限らず、リトアニアの手順に準じて EIA を実施していくことが望ましい。

表６－２　EIA の対象となる事業の比較（港湾）

日　本

埋め立てに係る区域及び土地を掘り込んで水
面とする区域の面積の合計が300ha以上であ
るもの

リトアニア

1,350ｔ以上の船舶を取り扱う港湾、ピア、荷
役ターミナルの建設

出典：収集資料Ｃ－39
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（2）スコーピング

　現地踏査、既存資料収集及びインタビューを基にスコーピングを実施した。このうち、ス

コーピングに関しては主に以下の２名に対するインタビューを基にその内容を決定した。

Mr. Juozas Karalavicius, Chief Environmental Officer, KSSA

Dr. Violeta Vinceviciene, Leading Expert on river basin management

　環境予備調査の結果は、表６－３に示した。

　本プロジェクトは、マスタープラン策定からF/Sに至るものであり、現段階では詳細は不明

である。しかし、対象地域は、長年にわたる海の作用によって形成された砂州とラグーンが微

妙なバランスをとって安定している地域であり、不用意な改変は周辺環境を大きく乱す可能性

がある。また、ラグーン内部、特に現港付近では水質、底質の汚染が進行しており、こうした

汚染の拡散を助長しない計画が必要であるのみならず、将来における水質・底質の改善を念頭

に置いたプロジェクトとしていく必要がある。さらに、クライペダ港がクルシュ砂州という世

界的にも有名な国立公園に隣接した地域であることを踏まえ、動植物・景観などにも配慮した

計画としていく必要があろう。
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表６－３（d）　スコーピング結果表（環境予備調査）

社
会
環
境

１ 住民移転 Ｃ

２ 経済活動 Ｄ

３ 交通・生活施設 Ｃ

４ 地域分断 Ｄ

５ 遺跡･文化財 Ｄ

６ 水利権・入会権 Ｃ

７ 保健衛生 Ｄ

８ 廃棄物 Ｃ

９ 災害（リスク） Ｄ

10 地形･地質 Ｃ

11 土壌浸食 Ｄ

12 地下水 Ｃ

13 湖沼・河川流況 Ｃ

14 海岸・海域 Ｂ

15 動植物 Ｃ

16 気　象 Ｄ

17 景　観 Ｃ

18 大気汚染 Ｄ

19 水質汚濁 Ｂ

20 土壌汚染 Ｄ

21 騒音・振動 Ｃ

22 地盤沈下 Ｃ

23 悪　臭 Ｄ

環境項目 評　定 根       拠

大規模な対策工事が必要となった場合は住民移転等が必要と
なる可能性がある。

発生要因はない。

工事車両の通行によって地域の交通に影響を与える可能性が
ある。

発生要因はない。

計画地には遺跡・文化財は存在しない。

現港背後に工事が計画された場合は漁業に影響を与える可能
性がある。

発生要因はない。

工事に伴う残土、廃棄物発生

発生要因なし

計画によってはクルシュ砂州の浸食等の可能性がある。

陸域の大規模な地形改変はない。

既存港湾地域の地下水が汚染されており、計画によってはこ
れが拡散する可能性がある。

計画によっては湖底、湖面が変化する可能性がある。

計画によっては海岸浸食、漂砂による堆積を助長する可能性
がある。

計画によっては魚類、植物に影響を与える可能性がある。

気象に影響を与えるほどの巨大構造物は考えられていない。

現港背後に大規模構造物が建設された場合は、対岸国立公園
からの景観が変化する。

発生要因なし

計画によっては海底面掘削に伴い汚濁水の発生する可能性が
ある。

発生要因はない。

工事車両の走行による振動・騒音が発生する可能性がある。

軟弱地盤が分布している可能性があり、盛土による地盤沈下
発生の可能性がある。

発生要因はない。

自
然
環
境

公
　
　
害

（注１）評定の区分
　　　　Ａ：重大なインパクトが見込まれる。
　　　　Ｂ：多少のインパクトが見込まれる。
　　　　Ｃ：不明（検討をする必要はあり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に考慮に入れて
　　　　　　おくものとする）。
　　　　Ｄ：ほとんどインパクトは考えられないため IEEあるいはEIAの対象としない。
（注２）評定にあたっては､該当する項目別解説書を参照し、判断の参考とすること。
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６－４　ローカルコンサルタント

　リトアニアにおいては自然条件、環境分野を専門とするローカルコンサルタント会社は非常に

少ない。今回、現地会社９社にコンタクトしたが（表６－４）、営業品目として自然条件・環境

調査をあげている会社でも、その大部分は建設会社、環境関連製品販売会社であった。また、コ

ンサルタント会社であっても、実質的には個人コンサルタントで技術力に問題のある会社もあっ

た。

　今回コンタクトした会社のなかで技術的に信頼が置け、現地における自然条件・環境調査を再

委託できるのは下記の１社のみである。この会社はクライペダに本社があり、主にクライペダ港

及びその周辺の地盤、環境、海象調査を実施している。特に、機材として水上ボーリング用の足

場を保有しているため、海上作業の実施はスムーズに行えるものと期待できる。また、これまで

の調査資料を、多量にデータベースとして蓄積しており、クライペダ港オイルターミナル地下の

汚染に関しては、国際会議への論文発表も果たしている。本格調査実施に際しては、現地再委託

のいかんにかかわらず、この会社にコンタクトし、自然条件・環境分野の情報を入手することが

勧められる。

会社名：Geoprojectas

　　　　Mr. Arturas Slauteris (Director),

　　　　Dr. Nickolay Kuten (Deputy Director)

住　所：LT-5813 Klaipeda, Lithuania

電　話：+370-46-431335

FAX　：+370-46-431335

e-mail ：artgeo@geoprojektas.lt 又は nk@takas.lt
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表６－４　ローカルコンサルタント面談結果表

会社名、面談者

Geoprojectas
(Mr. A. Slauteris)
(Dr. N. Kuten)

GEO sintetika
(Mr. V. Navickas)

Ecofirma
(Mr. J. Jonunas)

GGES
(Mr. M. Rikmus)

Geostabaya
(Mr. A. Astraka)

Hydrotecnika
(Mr. K. Zubrickas)

KTU
(Mr. A. Urbonas)

Pramprojectas

Krast Projectai

住所、電話

クライペダ
(Tel) +370-46-431335
(Fax) +370-46-431335

クライペダ
(Tel) +370-6-463125
(Fax) +370-6-463124

ヴィリニュス
(Tel) +370-86-31513
(Fax) +370-5-2437734

ヴィリニュス
(Tel) +370-2-551634

ヴィリニュス
(Tel) +370-2-733344

クライペダ
(Tel) +370-6-355237
(Fax) +370-6-463124

ヴィリニュス
(Tel) +370-2-300116

ヴィリニュス
(Tel) +370-2-766739

ヴィリニュス
(Tel) +370-2-724804

面談結果

クライペダ港及びその周辺の地盤、環境、海象調査を実
施している。特に、機材として水上ボーリング用の足場
を保有しているため、海上作業の実施はスムーズに行え
るものと期待できる。また、これまでの調査資料を、多
量にデータベースとして蓄積しており、クライペダ港オ
イルターミナル地下の汚染に関しては、国際会議への論
文発表も果たしている。

地盤改良資材販売代理店であり、コンサルタントとして
の機材、人員は保有していない。

会社として登録しているが、実質的には個人コンサルタ
ントであり、調査のための機材は保有していない。

会社として登録しているが、実質的には個人コンサルタ
ントであり、調査のための機材は保有していない。

地盤調査・測量の機材は保有しているが、海域での業務
経験はない。

建設会社であり、調査業務はすべて下請けとなる。

建設会社であり、調査業務はすべて下請けとなる。

面談約束日時に現れず、電話での催促に本件興味なしと
返答あり。実態不明。

コンサルタントであるが、電話での問合せに、本件興味
なしと返答。実態不明。
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第７章　本格調査への提言

７－１　調査の基本方針（調査実施上の留意点）

（1）クライペダ港が置かれている状況に関する基本的認識

　リトアニアにおいては、現在、多様な貨物を取り扱う唯一の商業港としてクライペダ港が開

発されている。同港は、そもそも旧ソビエト連邦時代に連邦内で産出する石油を主とする天然

資源、石油化学製品等の工業製品の輸出を目的として整備が進められてきた経緯をもつ港湾で

あり、現在でも、人口約 350 万人のリトアニア国内の貨物に加え、ロシア、ベラルーシ等の背

後の国から輸出されるトランジット貨物を多く取り扱っており、取扱貨物のおおむね50％を占

めるという特徴を有する。

　バルト海東岸には、リトアニアのほか、ラトビア、エストニアの他のバルト三国にも港湾が

あるが、いずれの港湾もロシア等からのトランジット貨物が主要貨物であることから、クライ

ペダ港とは競合関係にある。さらに、バルト海に面するロシア自身の港湾であるサンクトペテ

ルスブルグ港やリトアニア国南側のロシアの飛び地に位置するカリニングラード港も競合関係

にあるが、ロシアにおいてはこれらの自国港湾向けの鉄道貨物料金を他国港湾向けの料金より

も低く設定するという、鉄道料金差別化政策が 2001 年からとられている。このように、バル

ト海東岸の港湾を巡る環境は、港湾間の競争がますます激化する方向にある。

　一方、クライペダ港はそもそも西ヨーロッパと東ヨーロッパの結節点に位置しているという

地の利を有し、かつ海路上も他のバルト海東岸の諸港のなかで最も西ヨーロッパに近接してい

る。また、近年、東ヨーロッパにおける交通網整備が、欧州連合（EU）内交通網との円滑なア

クセスをめざしつつ各国の協力の下で進んでおり、その基幹的なルートとして指定された 10

ルートのうちの１つは、クライペダを起点とし、ベラルーシ、ウクライナ等を結ぶルートと

なっている。このように、これまで以上にクライペダ港には東ヨーロッパの交通の要衝として

の機能が期待されるところである。

　こうした状況下において、クライペダ港の競争力を高めるとともに、港湾産業・運輸産業の

発展を通じてリトアニアの経済発展を促すことが、喫緊の経済政策課題のひとつとなってい

る。

（2）調査の概要及び留意事項

　本調査は、リトアニア政府の要請に基づき、リトアニア国港湾開発プロジェクトに関する調

査を行い、マスタープラン（2025 年目標）、短期整備計画（2015 年目標）を作成し、そのなか

のキープロジェクトについて、フィージビリティ・スタディ（F/S）を実施するものである。な

お、調査作業を通じてリトアニア側カウンターパートに対し、技術移転を図るものとする。
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　本調査が、従来の開発調査に比べて相違する点、特に留意が必要な点は以下のとおりであ

る。

1） 背後圏が自国内のみならずロシア、ベラルーシ等他国に広がっていること

　港湾整備の歴史的経緯から、リトアニアの港湾は、ロシア等の貨物の積み出し港とし

ての性格を有しており、現在もトランジット貨物の取り扱いが多い。また、それらの貨

物について、近隣諸港が競合関係にある。このため、広域的な交通・物流動向を十分把

握し、需要予測等に反映させるとともに、近隣諸港等との協力関係の構築方策について

も検討・提言を行う必要がある。

2） 管理運営面の充実と一体的な段階的整備計画が必要であること

　クライペダ港は、関係機関とも連携した港湾諸手続きの簡素化などを含む管理運営面

の効率化が喫緊の課題であるが、港湾の増深及び岸壁の改良、臨港鉄道・道路と港湾と

のインタフェースの改善、港湾に近接する開発留保用地の活用を含む既存港湾施設の再

開発等の施設整備や関係者との調整を伴うものもあり、ソフト面・ハード面一体となっ

た段階的な整備計画を立案していく必要がある。

3） 将来の港湾拡張の方向と課題の吟味が必要であること

　既存の港湾を拡張する方向性としては、以下の３つが想定される。

①　都市計画との調整により港湾用地を陸側に拡大する。

②　港奥部を更に奥部に拡大する。

③　港口部外港側に新港を建設する。

　このうち、①については、2）で触れたとおり、開発留保用地において都市的土地利用

から港湾的土地利用に転用することが現実的に可能かどうか検証する必要があり、②に

ついては維持浚渫やラグーンの環境問題、③については漂砂海岸における新港開発の技

術的問題がある。このため、②、③に関しては、特に自然環境専門家の慎重な判断が必

要となる。

　以上に対応できる十分な調査実施体制を準備する必要がある。
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７－２　 調査手順（実施スケジュール）

（1）第１次国内調査

1） 関連資料・情報の収集・分析

　国内で入手した資料及び実施細則（S/W）、事前調査報告書及び事前調査団が持ち帰った資

料等を基に、インターネット上から得られる最新情報等も加味しながら、資料の整理・分析

及び検討を行う。

2） 調査の基本方針等の検討

　関連資料、情報の検討結果を踏まえ、実施調査の基本方針、方法、項目と内容、工程、手

順、実施スケジュール、実施体制等を検討する。なお、各種データの分析方法、調査期間中

の技術移転のためのプログラムについても検討する。

3） 着手報告書（IC/R）の作成

　業務指示書、S/W、協議議事録（M/M）に含まれる項目を網羅し、上記 2）の内容を取り

まとめ、IC/R を作成する。

（2）第１次現地調査（港湾開発の基本方針の策定）

1） IC/R の説明、協議

　IC/Rについて、リトアニア側に対して十分な説明、協議を行い、必要があれば調整を行い

合意を得る。特に、調査方法、工程及び技術移転のためのプログラムについて十分な協議、

調整を行う。

　また、カウンターパートの配置とステアリングコミッティの設置をリトアニア側に確認す

る。事前調査の質問票（Q/N）を再検討し、必要な項目については更なる情報提供を要請す

る。

2） 資料収集・分析

　以下の項目について、事前調査において収集した資料・データ等を分析するとともに、追

加的な情報・資料の収集が必要なものについては、更に情報の確認・補充を行う。これらを

基に、情報・資料の概略の整理・加工作業を行う。

①　経済・社会関係資料の収集・整理

　経済・社会開発政策、地域開発政策、経済・社会主要経済指標など、貨物量需要予

測やプロジェクトの経済分析に使用する関連資料を収集・分析し、概略の整理･加工を

行う。その際、特に、今後の貨物需要国である、ロシア、ベラルーシに関連する資料
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についても収集整理し検討するとともに、ポーランド、カザフスタン、ウクライナ、

チェコ等の資料についても収集し、概略検討を行う。

②　関連開発計画のレビュー及び分析

　東ヨーロッパにおける交通体系構築に係る計画とその進捗状況をレビューするとと

もに、クライペダ港との関係が深いロシア、ベラルーシの交通インフラの整備計画並

びに現状、及びそれらの国における交通政策について分析する。

　またクライペダ港の将来展望に関する中央政府の運輸・交通部門の開発計画及び国

の総合開発計画、産業振興計画とともに、クライペダ港における既往開発計画（世界

銀行、欧州復興開発銀行（EBRD）等の調査及び外港展開に関する国内調査を含む）を

レビューし、分析する。

③　国際海運・物流動向調査

　近隣港湾での港湾開発、物流等についての動向を調査する。本調査は、クライペダ

港港湾管理者、クライペダ港の荷役会社、クライペダ港管理者のモスクワ代表部、荷

主、船会社等にヒアリングを行う。

④　港湾・航路の現状調査

　以下の項目について、情報・資料の収集を行う。

a） 取扱貨物量（輸出入別、品目別、荷姿別、発着地別）

b） 旅客流動量（人数、発着地別）

c） 港湾施設の現況（種別、構造形式、建設年度、老朽化等評価、問題点の有無等）

d） 港湾施設の利用状況（バースごとの貨物量、稼働率等）

e） アクセス航路及び港内浚渫の現況（浚渫箇所、浚渫土処分地、浚渫量、航路の

維持状況）

f） 港湾管理の現況（関連法令、組織構成、職種別の人員構成、職員研修、財務状

況、タリフ、港湾諸手続き、用地等財産の保有状況等）

g） 航路管理の状況（関連法令、組織構成、職種別の人員構成、浚渫実施機関、浚

渫単価、航路の安全対策等）

h） 海運の現況（寄港船舶の船型、頻度、将来展望等）

i） 港湾周辺の土地利用（現状・計画）

⑤　自然条件、環境条件等に関する既存資料の収集・整理

　港湾に関する気象条件（風況等）、海象条件（波浪、潮位、潮流等）、地象条件（地

盤等）及び環境条件（水質、底質、大気、生態系等）について、既存資料を収集・分

析し、概略の整理・加工を行う。
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3） 自然条件・環境条件調査の実施

　現地再委託調査により、港湾拡張検討地域において、以下の内容の自然条件・環境条件調

査を実施する。なお、これらの項目については、実施の困難性や工程上の制約により、変更

せざるを得ない場合があり得ると考えられるが、その場合には、代替し得る情報・資料を入

手すること。

①　陸上ボーリング（10か所、掘進長各 20 ｍ）

　ボーリング位置については、湾奥部拡張検討地域において５か所、湾口部拡張検討

地域において５か所を目途とするが、地盤並びに既存資料の状況によって適宜変更す

ること。また、掘削深度については20ｍを目途とするが、原則として構造物支持層を

確認するまで掘削するものとし、地盤状況により適宜変更すること。また、ボーリン

グ掘削中には、標準貫入試験を１ｍ間隔で実施し、軟弱粘性土が出現した場合は乱さ

ない試料採取をすること。

②　海上ボーリング（20か所、掘進長各 20 ｍ）

　ボーリング位置については、湾奥部拡張検討地域において10か所、湾口部拡張検討

地域において10か所を目途とするが、地盤並びに既存資料の状況によって適宜変更す

ること。また、掘削深度については20ｍを目途とするが、構造物建設が予定される場

所では、支持層を確認するまで掘削するものとし、地盤状況により適宜変更すること。

また、ボーリング掘削中には、標準貫入試験を１ｍ間隔で実施し、軟弱粘性土が出現

した場合は乱さない試料採取をすること。

③　陸上地形測量

　湾奥部拡張検討地域において２km× 0.3km、湾口部拡張検討地域において２km×

0.3kmの範囲で地形測量を実施する。縮尺は１：2,500 とし、測量の実施、作図に際し

ては、下記の深浅測量成果と整合性を保つこと。

④　深浅測量

　湾奥部拡張検討地域において３km ×１km、湾口部拡張検討地域において２km×

２kmの範囲で深浅測量を実施する。測線間隔は50ｍとし、Batymetric surveyによる

測量を基本とするが、水深が浅くこの方法を用いることが困難な場合は、他の類似手

法による測量も可とする。

⑤　底質サンプリング

　湾奥部拡張検討地域並びに湾口部拡張検討地域の40地点において底質サンプリング

を実施する。サンプリング深度は０～１ｍとし、サンプリング位置は湾奥部を中心に、

既存資料と併せて、底質の汚染状況の全体が把握できるように配置すること。
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⑥　室内試験

〈ボーリング試料〉

　標準貫入試験及び乱さない試料採取のうち、100試料を選定し、室内土質試験を実

施する。試験項目は、標準貫入試験試料については、粒度、比重、含水比、アッター

ベルグ限界（粘性土のみ）とし、乱さない試料採取については粒度、比重、含水比、

アッターベルグ限界、一軸圧縮試験、三軸圧縮試験、圧密試験とする。

〈底質試料〉

　底質サンプリングで採取したすべての試料について、土の物理試験及び化学試験を

実施する。試験方法、試験項目については、リトアニア国法令LAND 46-2002に従う

こと。

⑦　埋没調査

　港奥部においてテストピットを掘削し、土砂流入に伴う埋没の状況を観測する。

　テストピットの大きさは30ｍ×50ｍとし、深さは２ｍとする。測量は１か月ごと

に、５ｍグリッドで実施し、テストピット底面の深度を経時的に把握する。

⑧　海象調査

　港口部において、波浪、潮汐、海流、漂砂の観測を実施する。観測内容、時期、期

間については、既存資料を収集し、それを基に計画すること。

4） 漂砂・埋没対策を考慮した新規開発の可能性に関する予備的検討の実施

　上記 2）及び 3）で得られた自然条件等に係るデータを基に、港奥部及び港口部外港側に

おいて新規港湾開発を行った場合の漂砂・埋没対策について検討を行い、開発の実施可能性

に関し、予備的な検討を行う。

5） 現地踏査の実施

　対象港湾及びそれへのアクセス（鉄道、道路）の現状を把握するため、現地踏査を実施す

る。

6） 第三国調査（ロシア、ベラルーシ、エストニア、ラトビア）

　近隣港湾（カリニングラード港、ベンツピルス港、リガ港、タリン港、サンクトペテルス

ブルグ港等）及びそれへのアクセス（鉄道、道路）の現状の把握、国際海運・物流動向の把

握、近隣港湾の港湾政策、投資計画等の把握のため、ロシア、ベラルーシ、エストニア、ラ

トビアを対象に第三国調査を実施する。
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7） 経済・社会フレームの予備的設定、貨物需要予測の予備的実施

　港湾開発の方向性を検討するため、おおむね 2025 年を目標とした経済・社会フレームを

予備的に設定するとともに、貨物需要予測を予備的に実施する。

8） クライペダ港の地域経済に果たす役割及び将来の展望

　地域経済の現況、インフラ整備状況及び港湾管理・運営、等を基に、クライペダ港の果た

す役割を明らかにする。また、地域開発計画及び国土開発計画等に基づいてリトアニアにお

けるクライペダ港の役割及びクライペダ港の将来展望を行う。

9） クライペダ港の港湾開発方針（代替案を含む）の策定

　以上に基づき、港湾開発に関する基本方針を策定する。また、基本方針には整備費用、利

用目的別ゾーニングを含めるものとし、基本方針の策定にあたっては、新規開発の制約条件

を十分勘案しつつ、港奥部、クライペダ市街地側、港口部外港側等への港湾拡張に関する代

替案を策定し、提案する。

10） 進捗報告書（P/R）Ⅰの作成及び説明・協議

　これまでの調査結果を取りまとめ、P/RⅠを作成したうえで、リトアニア側ステアリング

コミッティに説明・協議し、合意を得る。

（3）第２次国内作業　（マスタープラン（案）の策定）

1） 自然条件･環境調査データの解析と新規港湾開発可能性の検討

　上記（2）3）で実施した自然条件・環境調査のデータとともに、第１次現地調査団帰国後

も引き続き現地コンサルタントが実施して収集しているデータを適宜入手し、解析する。ま

た、それらを受け、第１次現地調査で行った予備的な新規港湾開発可能性に関する検討を行

う。

2） 経済・社会フレームの設定

　これまでの調査結果に基づき、クライペダ港の貨物量及び旅客数の推計のための経済・社

会フレームを設定する。なお、対象年次は 2025 年とする。

3） 貨物需要予測の実施

　上記経済・社会フレームの設定に基づき、2025年におけるクライペダ港の貨物量及び旅客

数の推計を行う。なお、貨物量は輸出入別、主要品目別とし、コンテナ取扱量は同じベース
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で別途推計する。また、旅客数は国内外、出入別に推計する。

4） 陸上アクセスインタフェース改善案の作成

　港湾と陸上アクセスのインタフェースに関し、施設整備面及び運営・組織体制面に関する

改善案を作成する。

5） 広域的料金体系政策（案）の立案

　近隣の港湾との協力・連携を推進するため、港湾料金、鉄道料金等に関する広域的料金体

系政策（案）を立案する。

6） 港湾計画（代替案を含む）の作成

　港湾基本施設の配置計画（代替案を含む）を作成する。

7） 港湾基本施設（代替案を含む）の概略設計、施工計画及び積算の実施

　港湾基本施設（代替案を含む）の概略設計を行う。なお、施工計画の作成にあたっては、

バルト海の地理的特徴や自然条件を十分配慮したものとする。また、概略設計、施工計画に

基づいた積算を行う。

　　

8） 概略経済分析の実施

　マスタープラン（代替案を含む）の概略の経済分析を行う。

9） 初期環境調査の実施

　マスタープラン（代替案を含む）の初期環境調査（IEE）を実施する。

10） 港湾システムの管理・運営に関する提言の作成

　クライペダ港において、効率的な港湾システムを構築するため、港湾諸手続き、港湾料金

及び安全対策等、必要とされる管理・運営についての提言を行う。

11） 中間報告書（IT/R）の作成

　以上の国内作業の結果を盛り込んだ IT/R を作成する。
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（4）第２次現地調査　（マスタープランの決定、短期整備計画の策定）

1） IT/R の説明・協議

　IT/Rについて、リトアニア側ステアリングコミッティに説明・協議し、合意を得て内容を

確定する。

2） ワークショップの開催

　本プロジェクトには関係機関や利害関係者が多いので、関係者全体から効率的に意見を聴

取し、円滑な調整に資するとともに、日本からリトアニアへの技術移転に資するため、調査

の中間的成果を説明するためのワークショップを開催する。

3） マスタープランの決定

　これまでの調査結果を踏まえ運輸通信省（MOTC）、港湾管理者等の関係者と協議し、マス

タープラン（案）に含まれている代替案を絞り込み、最終的なマスタープランを決定する。

4） 短期整備計画の作成

　決定したマスタープランに基づき、2015年を目標とした短期整備計画（施設規模、レイア

ウト、実施計画等）を作成する。また、予備的工費の積算も行う。

5） 緊急整備主要施設の選定

　上記短期整備計画から緊急に整備を要する主要施設（緊急整備主要施設）を選定する。

6） 短期整備計画における効率的な港湾システムの構築

　短期整備計画に対応する効率的な港湾システム構築のため、港湾諸手続き、港湾料金及び

安全対策等、必要とされる管理・運営についての提言を行う。

7） 環境配慮に関する検討

　マスタープラン、短期整備計画等について、水質、潮流、生態系、景観等の観点から環境

配慮について検討を行う。

8） P/R Ⅱの作成

　以上の現地調査の結果を盛り込んだ P/R Ⅱを作成し、リトアニア側ステアリングコミッ

ティに説明・協議し、合意を得る。
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（5）第３次国内作業（緊急整備計画の策定、成果の取りまとめ）

1） 緊急整備計画の設計・積算の実施

　緊急整備主要施設から成る緊急整備計画にかかわる施設の基本設計・予備的工費積算を行

う。

2） 第２年次調査報告書の作成

　第２年次の調査結果を取りまとめ、第２年次報告書を作成する。

3） 緊急整備計画の実施計画等の作成

　緊急整備計画にかかわる施設整備の実施計画を作成するとともに、実施に向けた課題の整

理を行う。

4） 緊急整備計画の環境影響評価（EIA）の実施

　緊急整備計画にかかわる EIA を実施する。EIAの実施手順は、「リトアニア国環境影響評

価手順書（Manual for Environmental Impact Assessment in Lithuania, Ministry of Environment,

2001）」に準拠すること。

5） 緊急整備施設の経済分析・財務分析の実施

　緊急整備計画にかかわる経済分析及び財務分析を実施する。分析にあたっては、感度分析

の手法を加えるものとする。

　また、投資費用の算出には、内貨、外貨の区分を明らかにすることとする。

6） 全体の取りまとめ・提言

　すべての調査項目を取りまとめ、提言として取りまとめる。

7） 最終報告書案（DF/R）の作成

　調査全体の結果を盛り込んだDF/Rを作成する。本レポートにおいては、環境配慮に関す

る項を設け、検討内容を記述すること。

（6）第３次現地調査

1） DF/R の説明・協議

　第２次国内作業で取りまとめたDF/Rをリトアニア側ステアリングコミッティに説明・協

議し、合意を得て内容を確定する。
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（7） 第４次国内作業

1） 最終報告書（F/R）の作成

　上記DF/Rの現地説明を受けてリトアニア側から送付されてくるコメントを踏まえて、適

宜修正を行い、F/Rを作成する。本レポートにおいては環境配慮に関する項を設け、検討内

容を記述すること。

　なお、環境配慮にあたっては、「リトアニア国環境影響評価手順書」に準拠するほか、当

事業団作成の「環境配慮ガイドライン（港湾編）」（平成４年９月）と「本格調査用環境配慮

手引書」（平成４年７月）を参照すること。

７－３　調査の実施体制

　本調査を実施するため、以下の団員構成とし、各業務内容を担当する。

（1）総括／港湾政策

・調査業務全体の総括

・港湾政策全般

・開発の基本方針策定

（2）港湾計画

・クライペダ港の既往開発計画のレビュー（世界銀行、EBRD等国際機関による調査、及び港

口部外港展開に関する国内調査等リトアニア国内で行われた調査）

・クライペダ港の背後圏、前方圏の設定

・クライペダ港のリトアニア経済における役割の評価と将来展望の検討

・港湾拡張可能性の総合評価と、マスタープラン、短期整備計画、F/S への反映

・クライペダ港の長期開発方針の策定

・マスタープランにおける概略レイアウトプランの作成

・マスタープランの総合評価の実施

・マスタープランを基にした短期整備計画の立案

・短期整備計画から F/S を実施する港湾施設の抽出

・第三国調査への参画

（3）広域的交通網／物流動向

・リトアニア、周辺 EU 加盟準備国（エストニア、ラトビア、ポーランド）及びロシア、ベラ

ルーシにおける交通政策のレビュー。特に鉄道料金の差別化にみられるロシアの自国港湾活
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用優遇政策の現状把握と将来見通し

・Transport Infrastructure Needs Assessment（TINA）、Pan-European Transport Corridors に関連

するプロジェクトに特に留意しつつ、上記の国における道路・鉄道網など各種公共インフラ

の整備状況と将来計画の把握、及び広域的ネットワーク形成の見通しの把握。特に、リトア

ニア－ロシア間及びリトアニア－ベラルーシ間の鉄道、リトアニア－現EU及び加盟準備国

間の道路についての分析・整理

・バルト海諸港の航路ネットワークの把握と将来見通し

・クライペダ港背後圏の経済開発計画等を踏まえた、産業構造／物流動向の分析

・第三国調査への参画

（4）土地利用計画

・土地の都市的利用と港湾開発利用との調整、自由貿易地域と港湾開発の連携など、都市計画

と港湾開発の調整

・クライペダ市街地に近接又は既存市街地に拡張して港湾開発を行う場合の課題の抽出と、適

切かつ可能な制度的解決方法の提言

（5）需要予測／経済分析

・リトアニア及び周辺背後圏諸国の経済発展見通しの分析

・将来の社会経済フレームの設定

・マスタープランにおける長期貨物量需要予測（2025 年）

・マスタープランにおける概略経済分析の実施

・短期整備計画における短期貨物量需要予測（2015 年）

・F/S における経済分析の実施

・第三国調査への参画

（6）管理運営／組織体制

・クライペダ港における港湾管理運営体制の現状と問題点の抽出・整理

・マスタープラン及び短期整備計画での効率的な港湾管理運営体制の提言

・クライペダ港における港湾運営費用と港湾利用収入からみた港湾管理の財務的健全性の検討

・港湾整備及び維持管理に関する国からの財政負担のあり方に関する提言

（7）料金体系政策／財務分析

・連携により港湾取り扱い貨物の一層の増加が見込まれる、近隣のカリニングラード港等と協
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力・連携を推進するため、港湾料金、鉄道料金等に関して、適切な広域的料金体系政策を提

案

・投資計画の立案

・緊急整備主要施設の財務分析

（8）臨港交通施設整備及び運営

・クライペダ港と背後を結ぶ臨港鉄道・道路の現状と問題点の抽出・整理

・クライペダ港の荷役形態や将来開発計画を踏まえた臨港鉄道・道路のアクセス施設整備計画

の提言

・効率的な臨港鉄道の運営及び組織体制の提言

（9）施設設計／施工／積算

・施設の概略設計の実施

・施工計画の検討

・マスタープランにおける概略工費積算

・短期整備計画及び F/S 実施施設の予備的工費積算

（10）自然条件

・クライペダ港における自然条件調査実施（現地再委託による）の指導監督

・クライペダ港における既存自然条件調査及び現地調査結果の整理・分析による、地質の検討

及び漂砂の状況の把握

（11）漂砂・浚渫

・港内の既存航路における維持浚渫の必要性、新規拡張予定地（港奥部及び港口部外港側）に

おける漂砂状況等の自然条件を踏まえた新規開発の可能性とその周辺への影響に関する検

討・分析

（12）環境配慮

・水質、潮流、生態系、景観等に関する環境配慮についての検討

・クライペダ港の環境現況調査の実施

・クライペダ港の初期環境調査（IEE）の実施

・F/S における環境影響評価（EIA）の実施
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